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(57)【要約】
【課題】簡単な構成により安全性を確保しつつ体腔内に
高いパワーの光エネルギーを照射することができる光学
治療装置を提供する。
【解決手段】レーザー光を照射する光ファイバー２の先
端を被験者の体内の患部に導くカテーテル３の所定の表
面部分に一対の電気接点２０を配置し、レーザー駆動回
路２７において、電気接点２０間の導通状態に基づいて
カテーテル３の所定の表面部分が被験者の体内に接触し
たか否かを検出し、少なくともカテーテル３の所定の表
面部分が被験者の体内に接触しているとき、レーザー素
子２６からレーザー光を出射することを許可する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の体内の患部に光エネルギーを照射する光照射体と、
　前記光照射体を前記患部に導く挿入部材と、
　前記挿入部材に設けられたセンサー部を有し、前記挿入部材の所定の表面部分が前記被
験者の体内に接触したことを検出するセンサーシステムと、
　少なくとも前記接触したことが検出されているとき、前記光エネルギーを出射すること
を許可する許可信号を発生する制御部と、
　を具備する光学治療装置。
【請求項２】
　前記挿入部材は膨縮可能なバルーンを有し、前記センサーシステムは前記センサー部と
して前記バルーンの表面に配設された接触検知センサーを有することを特徴とする請求項
１に記載の光学治療装置。
【請求項３】
　前記接触検知センサーは複数箇所に配設されていることを特徴とする請求項２に記載の
光学治療装置。
【請求項４】
　前記複数の接触検知センサーは、前記バルーンを膨らませたときに最大外径となる最大
外径部に配設されていることを特徴とする請求項３に記載の光学治療装置。
【請求項５】
　前記挿入部材は内視鏡の挿入部に配設されたチャンネルチューブであり、前記センサー
部は前記内視鏡に設けられたイメージセンサーを有することを特徴とする請求項１に記載
の光学治療装置。
【請求項６】
　前記挿入部材は膨縮可能なバルーンを有し、前記センサーシステムは前記挿入部材内に
配設されたイメージセンサーを前記センサー部として有することを特徴とする請求項１に
記載の光学治療装置。
【請求項７】
　前記イメージセンサーは、前記体内と膨らませた前記バルーンとが接触する部分を撮像
するように配設されることを特徴とする請求項６に記載の光学治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザー光等の光エネルギーの照射によって体腔内の治療を行う光治療装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野においては、例えば、レーザー光等の高いパワーの光エネルギーを用い
て癌細胞を死滅させるための治療方法として、ＰＤＴ（photodynamic therapy）やＰＩT
（Photoimmuno Therapy）等が研究されている。
【０００３】
　例えば特許文献１に開示されているように、ＰＩTでは、細胞表面タンパク質を有する
細胞に治療有効量の抗体分子を接触させるステップと、腫瘍細胞の表面の腫瘍特異的抗原
などの細胞表面タンパク質に抗体を特異的に結合させるステップと、６６０～７４０ｎｍ
の波長の少なくとも１Ｊｃｍ－２の線量のレーザー光を細胞に照射して細胞膜を破壊する
ステップと、を含んでいる。
【０００４】
　これらＰＩTやＰＤＴ等に用いられるレーザー治療装置は、高いパワーのレーザー光を
患部に対して照射する必要があるため、所定に定められた安全基準を満たす等、十分な安
全性を確保する必要がある。そこで、この種のレーザー治療装置は、例えば、外部に対し
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てレーザー光を遮断し、且つ、ドアが開放されているときにはレーザー光の出射を禁止す
る等の設備環境を設け、安全性を確保することを求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第６１２７０４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような安全性を確保する設備環境を整備するには高いコストや広
いスペースが必要であり、一般的な外来・検査室で設備環境を整備することは困難である
。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、簡単な構成により安全性を確保しつつ体腔
内に高いパワーの光エネルギーを照射することができる光学治療装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様による光学治療装置は、被験者の体内の患部に光エネルギーを照射する
光照射体と、前記光照射体を前記患部に導く挿入部材と、前記挿入部材に設けられたセン
サー部を有し、前記挿入部材の所定の表面部分が被験者の体内に接触したことを検出する
センサーシステムと、少なくとも前記接触したことが検出されているとき、前記光エネル
ギーを出射することを許可する許可信号を発生する制御部と、を具備するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の光学治療装置によれば、簡単な構成により安全性を確保しつつ体腔内に高いパ
ワーの光エネルギーを照射することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図２】同上、レーザー出射制御ルーチンを示すフローチャート
【図３】同上、バルーン展開前のカテーテルの先端側を示す要部断面図
【図４】同上、バルーン展開時のカテーテルの先端側を示す要部断面図
【図５】同上、レーザー出射時のカテーテルの先端側を示す要部断面図
【図６】第１の変形例に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図７】同上、バルーン展開前のカテーテルの先端側を示す要部断面図
【図８】同上、バルーン展開時のカテーテルの先端側を示す要部断面図
【図９】第２の変形例に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図１０】同上、バルーンの内側から撮像された画像の模式図
【図１１】第３の変形例に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図１２】第４の変形例に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図１３】同上、カテーテルの先端側を示す要部断面図
【図１４】本発明の第２の実施形態に係り、レーザー治療装置の概略構成を示す斜視図
【図１５】同上、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図１６】開示例に係り、レーザー治療装置の概略構成を示すブロック図
【図１７】同上、内視鏡画像の模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の形態を説明する。図１乃至図５は本発明の第１の実施形
態に係り、図１はレーザー治療装置の概略構成を示すブロック図、図２はレーザー出射制
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御ルーチンを示すフローチャート、図３はバルーン展開前のカテーテルの先端側を示す要
部断面図、図４はバルーン展開時のカテーテルの先端側を示す要部断面図、図５はレーザ
ー出射時のカテーテルの先端側を示す要部断面図である。
【００１２】
　図１に示す光学治療装置としてのレーザー治療装置１は、例えば、ＰＩT（Photoimmuno
 Therapy）等の治療に適合する高いパワーのレーザー光（近赤外レーザー光）を被検体内
の患部に照射するためのものである。
【００１３】
　このレーザー治療装置１は、被検体に対してレーザー光を照射する光照射体としての光
ファイバー２と、この光ファイバー２を被験者の体内の患部に導く挿入部材としてのカテ
ーテル３と、を有して構成されている。
【００１４】
　本実施形態のカテーテル３は、例えば、ディスポーザブルな泌尿器用のカテーテルであ
る。このカテーテル３は、被験者の体内に挿入可能な、可撓性を備えた細長なカテーテル
本体１０を有する。
【００１５】
　カテーテル本体１０は、例えば、光ファイバー２を挿通可能な単一の管路１０ａを備え
たシングルルーメンチューブによって構成されている。
【００１６】
　カテーテル本体１０の先端には、バルーン１１が設けられている。このバルーン１１は
、袋状をなし、カテーテル本体１０の先端を覆うように配置されている。また、バルーン
１１の開放端部は、糸巻接着等により、カテーテル本体１０の外周面に対して液密に固定
されている。そして、このように固定されたバルーン１１によって、カテーテル本体１０
に形成された管路１０ａの先端開口部は、液密に閉塞されている。
【００１７】
　ここで、バルーン１１は、光ファイバー２から出射されるレーザー光に対して透明な性
質を有するゴム等の弾性体によって形成されている。
【００１８】
　また、カテーテル本体１０の基端側には、管路１０ａの中途を分岐するための分岐コネ
クタ１２が設けられている。
【００１９】
　この分岐コネクタ１２に設けられた分岐ポート１２ａには、流体管路１５の下流端が接
続されている。また、流体管路１５の上流端には、例えば、ポンプ式の流体供給装置１６
が接続されている。
【００２０】
　流体供給装置１６にはポンプ駆動スイッチ１６ａが設けられ、このポンプ駆動スイッチ
１６ａがオンされた際に、流体供給装置１６は、生理食塩水等の流体を圧縮して、カテー
テル本体１０の管路１０ａ内に供給することが可能となっている。そして、このように流
体を管路１０ａに供給することにより、流体供給装置１６は、バルーン１１を膨張させる
ことが可能となっている。
【００２１】
　ここで、例えば、図１，４に示すように、バルーン１１には、膨張時の外径が最大とな
る表面部分（最大外径部）において互いに離間する位置に、一対の電気接点２０が設けら
れている。各電気接点２０には、カテーテル本体１０の内部に挿通された信号線２１の先
端側がそれぞれ接続されている。
【００２２】
　また、カテーテル本体１０の基端には、カテーテル３を光源装置２５に対して着脱自在
に接続するための光源コネクタ１３が設けられている。
【００２３】
　この光源コネクタ１３には、光ファイバー２の基端側が貫通された状態にて固定されて
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いる。これにより、光源コネクタ１３は、光源装置２５に対して接続された際に、光ファ
イバー２の基端を光源装置２５の内部の所定位置に位置決めすることが可能となっている
。また、光源コネクタ１３には、カテーテル本体１０の管路１０ａ内に挿通された各信号
線２１の他端が電気的に接続されている。
【００２４】
　光源装置２５は、レーザー素子２６と、レーザー駆動回路２７とを有して構成されてい
る。
【００２５】
　レーザー素子２６は、例えば、近赤外レーザー光を出射可能なレーザーダイオードによ
って構成されている。このレーザー素子２６は、光源装置２５の内部に位置決めされる光
ファイバー２の基端に対し、レンズ２８を介して対向する位置に配置されている。これに
より、レーザー素子２６は、光ファイバー２に対してレーザー光を入射させることが可能
となっている。
【００２６】
　レーザー駆動回路２７は、光源コネクタ１３が光源装置２５に接続された際に、カテー
テル本体１０に挿通された一対の信号線２１が接続される。そして、レーザー駆動回路２
７は、これら一対の信号線２１に接続されている電気接点２０間の電気的な接続の有無を
監視することにより、カテーテル３に設けられたバルーン１１の略全周が被験者の体内に
接触したか否かを検出することが可能となっている。
【００２７】
　すなわち、例えば、図３に示すように、カテーテル３が被験者の体内に挿入されている
場合であっても、一対の電気接点２０が被験者の体壁に同時に接触されていない場合、一
対の信号線２１は電気的に遮断されている。従って、レーザー駆動回路２７が、一方の信
号線２１に検査信号を付与したとしても、当該検査信号を他方の信号線２１において検出
することはできない。その一方で、例えば、図４に示すように、バルーン１１の膨張によ
って当該バルーン１１の略全周が被検体の体壁に接触された場合、一対の電気接点２０は
、被験者の体壁に対して同時に接触され、被験者の粘液等を介して電気的に接続される。
これにより、一対の信号線２１が一連の閉回路を形成し、レーザー駆動回路２７は、一方
の信号線２１に付与した検査信号を、カテーテル３が被験者の体内に接触したことを示す
検出信号として、他方の信号線２１において検出することが可能となる。
【００２８】
　このように、本実施形態において、一対の電気接点２０は、バルーン１１の外周が被験
者の体内に接触したことを複数箇所（２箇所以上）において検出するためのセンサー部（
接触検知センサー）としての機能を実現する。また、レーザー駆動回路２７は、一対の電
気接点２０および信号線２１とともに、カテーテル３の所定の表面部分が被験者の体内に
接触した際に検出信号を発生するセンサーシステムとしての機能を実現する。
【００２９】
　この場合のセンサーシステムとしては、電気接点２０に代えて、センサー部としての歪
みセンサー等をバルーン１１の外周の複数箇所に配置し、被験者の体内との接触時に歪み
センサー等から出力される信号をレーザー駆動回路２７によって個別に検出するように構
成することも可能である。
【００３０】
　また、レーザー駆動回路２７には、流体供給装置１６からポンプ駆動スイッチ１６ａの
オン／オフ信号が入力されるとともに、光源装置２５に設けられたレーザー駆動スイッチ
２７ａからのオン／オフ信号が入力される。
【００３１】
　そして、レーザー駆動回路２７は、例えば、ポンプ駆動スイッチ１６ａがオンされ、且
つ、被験者の体内とカテーテル３（具体的には、カテーテル３の所定の表面部分であるバ
ルーン１１の表面部分）との接触が検出されたことを条件としてレーザー光の出射を許可
する旨の判定を行い、この許可する旨の判定中において、レーザー駆動スイッチ２７ａが
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オンされた場合に限り、レーザー素子２６を駆動してレーザー光を出射させる（図５参照
）。
【００３２】
　すなわち、レーザー駆動回路２７は、ポンプ駆動スイッチ１６ａがオフされている場合
、或いは、カテーテル３が被験者の体内に接触したことが検出されていない場合には、レ
ーザー光を照射する光ファイバー２の先端が被験者の体外にある可能性が高いため、たと
えレーザー駆動スイッチ２７ａがオンされたとしても、レーザー光の出射を禁止する。
【００３３】
　このように、レーザー駆動回路２７はレーザーの出射／停止を制御する制御部としての
機能を有する。なお、上述のレーザー光の出射の許可判定において、ポンプ駆動スイッチ
１６ａに基づく判定は適宜省略することも可能である。
【００３４】
　次に、レーザー駆動回路２７によるレーザー出射制御について、図２に示すレーザー出
射制御ルーチンのフローチャートに従って説明する。
【００３５】
　このルーチンは、設定時間毎に繰り返し実行されるものであり、ルーチンがスタートす
ると、レーザー駆動回路２７は、先ず、ステップＳ１０１において、ポンプ駆動スイッチ
１６ａがオンされているか否かを調べる。
【００３６】
　そして、ステップＳ１０１において、レーザー駆動回路２７は、ポンプ駆動スイッチ１
６ａがオンされていると判定した場合にはステップＳ１０２に進み、ポンプ駆動スイッチ
１６ａがオフされていると判定した場合にはステップＳ１０４に進む。
【００３７】
　ステップＳ１０１からステップＳ１０２に進むと、レーザー駆動回路２７は、信号線２
１間の通電状態（すなわち、検査信号の検出の有無）に基づいて、バルーン１１が被検者
の体内に所定に接触しているか否かを調べる。
【００３８】
　そして、ステップＳ１０２において、レーザー駆動回路２７は、バルーン１１が被験者
の体内に所定に接触していると判定した場合にはステップＳ１０３に進み、バルーン１１
が被験者の体内に所定に接触していないと判定した場合にはステップＳ１０４に進む。
【００３９】
　ステップＳ１０１或いはステップＳ１０２からステップＳ１０４に進むと、レーザー駆
動回路２７は、レーザー素子２６からのレーザー光の出力を禁止する旨の判定を行った後
、ルーチンを抜ける。
【００４０】
　一方、ステップＳ１０３からステップＳ１０５に進むと、レーザー駆動回路２７は、レ
ーザー素子２６からのレーザー光の出力を許可する旨の判定を行った後、ステップＳ１０
５に進む。
【００４１】
　そして、ステップＳ１０５において、レーザー駆動回路２７は、レーザー駆動スイッチ
２７ａがオンされているか否かを調べ、レーザー駆動スイッチ２７ａがオフされていると
判定した場合には、レーザー光を出力することなく、そのままルーチンを抜ける。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０５において、レーザー駆動スイッチ２７ａがオンされていると判
定した場合、レーザー駆動回路２７は、ステップＳ１０６に進み、レーザー素子２６から
レーザー光を出力するための駆動制御を行った後、ルーチンを抜ける。
【００４３】
　このような実施形態によれば、レーザー光を照射する光ファイバー２の先端を被験者の
体内の患部に導くカテーテル３の所定の表面部分に一対の電気接点２０を配置し、レーザ
ー駆動回路２７において、電気接点２０間の導通状態に基づいてカテーテル３の所定の表
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面部分が被験者の体内に接触したか否かを検出し、少なくともカテーテル３の所定の表面
部分が被験者の体内に接触しているとき、レーザー素子２６からのレーザー光の出射を許
可することにより、簡単な構成により安全性を確保しつつ、体腔内に高いパワーの光エネ
ルギーを照射することができる。
【００４４】
　すなわち、カテーテル３の所定の表面部分と被験者の体内との接触状態を検出すること
により、光ファイバー２の先端を被験者の体内に導くためのカテーテル３が被験者の体内
に挿入されているか否かを的確に判定することができる。そして、カテーテル３が被験者
の体内と接触しているとき（すなわち、カテーテル３が被験者の体内に挿入されていると
き）、光ファイバー２の先端が被験者の体内に挿入されていると判断してレーザー光の出
射を許可することにより、被験者の体外におけるレーザー光の出射を的確に防止すること
ができる。従って、高いパワーのレーザー光を用いる場合にも、専用の治療室等を設ける
ことなく安全性を確保することができる。
【００４５】
　この場合において、カテーテル３の先端にバルーン１１を設けるとともに、バルーン１
１を膨らませたときに最大外径となる最大外径部に一対の電気接点２０を設けることによ
り、術者等の使用者が、バルーン１１を膨らませて被験者の体内に接触させるための操作
を明示的に行った上で、その表面部分と被験者の体内との接触の有無を判定することがで
きる。従って、被験者の体内との接触を通じて、カテーテル３が被験者の体内に挿入され
ているか否かの判断をより的確に行うことができる。
【００４６】
　ここで、カテーテル３の先端に設けられるバルーンについては、袋状に形成したバルー
ン１１に代えて、例えば、図６～図８に示すように、筒状に形成したバルーン１１を採用
することも可能である。
【００４７】
　このようなバルーン１１を採用したカテーテル３では、カテーテル本体１０は、光ファ
イバー２を挿通するための管路１０ａの他に、流体を流通させるための管路１０ｂを備え
たマルチルーメンチューブによって構成されている。
【００４８】
　また、バルーン１１の両端部は、糸巻接着等によってカテーテル本体１０の外周面に対
して液密に固定されている。そして、このようなバルーン１１の固定によって形成された
閉空間に、管路１０ｂの先端が連通されている。
【００４９】
　また、例えば、図９，図１０に示すように、センサーシステムとしては、上述のような
電極等を用いた構成に代えて、センサー部としてＣＣＤやＣＭＯＳ等のイメージセンサー
３０、および、ＬＥＤ等の光源３１を用いた構成を採用することが可能である。
【００５０】
　このようなカテーテル３では、光源３１は、袋状に閉じられたバルーン１１の内側に、
図示しない照明光学系を介して照明光を照射可能な位置に配置されている。
【００５１】
　また、イメージセンサー３０は、袋状に閉じられたバルーン１１の内側を、図示しない
撮像光学系を介して撮像することが可能な位置に配置されている。
【００５２】
　そして、レーザー駆動回路２７は、イメージセンサー３０において撮像された画像の画
像認識を行うことにより、カテーテル３（すなわち、バルーン１１）の所定の表面部分が
被験者の体内に接触しているか否かの判定を行う。
【００５３】
　すなわち、例えば、図１０に示すように、膨らませたバルーン１１の外周が被験者の体
壁等に接触した場合、当該接触部分は、他の部分よりも体壁の色等の影響を強く受けたリ
ング状の領域として撮像される。そこで、このような領域の有無を、レーザー駆動回路２
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７におけるパターン認識等によって判定することにより、バルーン１１の所定の表面部分
が被験者の体内に接触しているか否かの判定を行うことが可能となる。
【００５４】
　また、例えば、図１１に示すように、上述の実施形態及び各変形例については、流体供
給装置１６に代えて、流体管路１５にシリンジ１７を接続し、シリンジ１７用いたバルー
ン１１への流体供給を行うことも可能である。
【００５５】
　このような構成の変形例では、バルーン１１に対する流体の供給は術者等が手動によっ
て行うこととなる。従って、レーザー駆動回路２７において実行されるレーザー出射制御
は、図２に基づいて上述したレーザー出射制御から、ステップＳ１０１の判定を省略した
ものとなる。すなわち、ルーチンがスタートすると、レーザー駆動回路２７は、最初の処
理として、上述のステップＳ１０２の判定を行うこととなる。
【００５６】
　また、例えば、図１２，図１３に示すように、カテーテル３を尿管等よりも細径な管腔
内に挿入する場合には、バルーンを廃止し、カテーテル本体１０の外表面に一対の電気接
点２０をセンサー部として直接設けることも可能である。
【００５７】
　この場合、例えば、被験者の体内に挿入する前に、術者等の手が一対の電気接点２０に
対して同時に接触することのないよう、各電気接点２０はカテーテル本体１０の長手方向
に所定距離隔てて配置されていることが望ましい。
【００５８】
　なお、このような構成の変形例においても、バルーンが存在しないため、レーザー駆動
回路２７において実行されるレーザー出射制御は、図２に基づいて上述したレーザー出射
制御から、ステップＳ１０１の判定を省略したものとなる。
【００５９】
　次に、図１４，図１５は本発明の第２の実施形態に係り、図１４はレーザー治療装置の
概略構成を示す斜視図、図１５はレーザー治療装置の概略構成を示すブロック図である。
なお、本実施形態はカテーテルに代えて、内視鏡を挿入部材として用いた点が、上述の第
１の実施形態に対して主として異なる。そこで、上述の第１の実施形態と同様の構成につ
いては、適宜同符号を付して説明を省略する。
【００６０】
　図１４，１５に示すレーザー治療装置５０は、被検体に対してレーザー光を照射する光
照射体としての光ファイバー２と、この光ファイバー２を被験者の体内に導く挿入部材と
しての内視鏡５１と、を有して構成されている。
【００６１】
　光ファイバー２の基端側には、当該光ファイバー２を光源装置２５に対して着脱自在に
接続するための光源コネクタ１３が設けられている。これにより、光源コネクタ１３は、
光源装置２５に対して接続された際に、光ファイバー２の基端を光源装置２５の内部の所
定位置に位置決めすることが可能となっている。
【００６２】
　内視鏡５１は、被検体内に挿入される細長の挿入部５２と、挿入部５２の後端に設けら
れ、把持部を兼用して各種操作を行う操作部５３と、操作部５３から延出するユニバーサ
ルコード５４と、を有して構成されている。また、内視鏡５１は、ユニバーサルコード５
４の端部に設けられた内視鏡コネクタ５５により、プロセッサ６０に対して着脱可能に構
成されている。
【００６３】
　挿入部５２は、先端側に設けられた硬質の先端部５２ａと、先端部５２ａの後端に連設
される湾曲自在な湾曲部５２ｂと、湾曲部５２ｂの後端から操作部５３の前端にかけて設
けられる可撓性を有する可撓管部５２ｃと、が連設されて構成されている。
【００６４】
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　先端部５２ａには、観察部位に図示しない照明光学系を介して照明光を照射する光源６
５と、観察部位の像を図示しない撮像光学系を介して撮像するセンサー部としてのイメー
ジセンサー６６とが設けられている。
【００６５】
　また、先端部５２ａの外周には筒状のバルーン６７が設けられている。このバルーン６
７の先端側および基端側は糸巻接着等によって先端部５２ａの外周に対して液密に固定さ
れている。そして、このようなバルーン６７の固定によって形成された閉空間に、管路６
８が連通されている。
【００６６】
　また、バルーン６７には、当該バルーン６７を膨らませたときに最大外径となる最大外
径部に一対の電気接点７０が設けられ、各電気接点７０には挿入部５２の内部に挿通され
た信号線７１がそれぞれ接続されている。
【００６７】
　また、先端部５２ａには先端開口部７３が設けられ、この先端開口部７３は、チャンネ
ルチューブ７４を介して、操作部５３に設けられた処置具挿通口７５に連通されている。
この処置具挿通口７５は光ファイバー２を挿通可能に構成され、これにより、内視鏡５１
の挿入部５２は、光ファイバー２の先端を被検体の体内に導くことが可能となっている。
【００６８】
　なお、湾曲部５２ｂには、複数の湾曲駒が配置され、操作部５３に設けられた湾曲操作
ノブ５３ａに連結される湾曲ワイヤにより、複数の湾曲駒を駆動して湾曲部５２ｂを所望
の方向に湾曲させることができる。
【００６９】
　プロセッサ６０は、画像処理回路６１と、流体供給装置１６と、を有して構成されてい
る。
【００７０】
　画像処理回路６１は、光源６５およびイメージセンサー６６を駆動制御するとともに、
イメージセンサー６６によって撮像した画像を図示しないモニタに表示することが可能と
なっている。
【００７１】
　流体供給装置１６は、ポンプ駆動スイッチ１６ａがオンされた際に、流体供給装置１６
は、生理食塩水等の流体を圧縮して、内視鏡５１の管路６８内に供給することが可能とな
っている。そして、このように流体を管路６８に供給することにより、流体供給装置１６
は、バルーン６７を膨張させることが可能となっている。
【００７２】
　さらに、本実施形態の流体供給装置１６は、レーザー駆動回路２７に代えて、一対の電
気接点７０および信号線７１とともに、内視鏡５１の所定の表面部分が被験者の体内に接
触した際に検出信号を発生するセンサーシステムとしての機能を実現する。なお、被験者
の体内に接触したか否かの検出については、上述の第１の実施形態においてレーザー駆動
回路２７が行う処理と同様であるため説明を省略する。
【００７３】
　このような構成による第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と略同様の作用
効果を奏することができる。
【００７４】
　なお、本発明は、以上説明した各実施形態および各変形例に限定されることなく、種々
の変形や変更が可能であり、それらも本発明の技術的範囲内である。例えば、上述の各実
施形態の構成を適宜組み合わせてもよいことは勿論である。
【００７５】
　また、例えば、光ファイバーに代えて、高いパワーの近赤外光を出射する発光素子をカ
テーテル等の先端に配置し、治療用の光エネルギーとしてレーザー光以外の光エネルギー
を患部に照射することも可能である。



(10) JP 2021-153606 A 2021.10.7

10

20

30

40

50

【００７６】
　次に、図１６，１７は本発明の開示例に係り、図１６はレーザー治療装置の概略構成を
示すブロック図、図１７は内視鏡画像の模式図である。
【００７７】
　図１６に示す本開示例のレーザー治療装置５０Ａは、上述の第２の実施形態において示
した構成から流体供給装置１６、バルーン６７、電気接点７０、および信号線７１等を取
り除いた構成である。
【００７８】
　この開示例では、イメージセンサー６６によって撮像した画像情報（図１７参照）に基
づき、周知のパターンマッチング等を行うことにより、内視鏡５１の挿入部５２が被検体
の内部に挿入されているか否かの判定を行い、被検体の内部に挿入されていると判定され
ているとき、チャンネルチューブ７４に挿通された光ファイバー２からのレーザー光の照
射（レーザー素子２６からのレーザー光の出射）を許可するものである。
【符号の説明】
【００７９】
１　…　レーザー治療装置
２　…　光ファイバー
３　…　カテーテル
１０　…　カテーテル本体
１０ａ　…　管路
１０ｂ　…　管路
１１　…　バルーン
１２　…　分岐コネクタ
１２ａ　…　分岐ポート
１３　…　光源コネクタ
１５　…　流体管路
１６　…　流体供給装置
１６ａ　…　ポンプ駆動スイッチ
１７　…　シリンジ
２０　…　電気接点
２１　…　信号線
２５　…　光源装置
２６　…　レーザー素子
２７　…　レーザー駆動回路
２７ａ　…　レーザー駆動スイッチ
２８　…　レンズ
３０　…　イメージセンサー
３１　…　光源
５０　…　レーザー治療装置
５１　…　内視鏡
５２　…　挿入部
５２ａ　…　先端部
５２ｂ　…　湾曲部
５２ｃ　…　可撓管部
５３　…　操作部
５３ａ　…　湾曲操作ノブ
５４　…　ユニバーサルコード
５５　…　内視鏡コネクタ
６０　…　プロセッサ
６１　…　画像処理回路
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６５　…　光源
６６　…　イメージセンサー
６７　…　バルーン
６８　…　管路
７０　…　電気接点
７１　…　信号線
７３　…　先端開口部
７４　…　チャンネルチューブ
７５　…　処置具挿通口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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